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練習問題 
 
 
 Focal Point（制裁リストからの除外申請窓口）について、2024 年 7 月 19 日に安保理決議

2744 (2024)が採択された。それによれば、to strengthen due process などを目的として、

Focal Point 制度を改正するとのことである（決議前文）。 
 改正後の具体的手続は決議の Annex I に記されている。改正後の Focal Point 手続と、

Ombudsperson手続との異同を説明せよ。なお、改正後の Focal Point手続も、Ombudsperson
手続が用いられる場合には適用されない（Annex I 前文）。 
 
 
 
 


